
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆市長の調査法人 対象を拡大 条例で規定 
 これまで市の出資額が２分の一以上の法人・第三セクター

について、調査対象と議会への報告義務がありましたが、地

方自治法改正により、４分の一以上もその対象範囲となった

ため、これを条例で規定するもの。甲賀市の場合対象となる

のは、「あいコムこうか」と「あいの土山道の駅」です。 
◆甲賀市自治基本条例策定のために委員会設置条例 
 懸案になっていた「甲賀市自治基本条例」を策定するため
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 信楽高原鐵道が４月１日から上下分離方式による新たなスタートを切りました。１日午前１０時３０分

から信楽駅構内で記念式典（写真右下）後テープカット（写真左）。信楽地域の区役員。陶器業界・観光

協会など乗客を乗せて、貴生川にむけて再生１号が発車しました。 
 上下分離方式とは、列車や鉄道敷など土台部分を甲賀市（第三種鉄道事業者）がもち、第三セクター鉄

道「株式会社信楽高原鐵道」は、甲賀市から施設等を借りて列車を運行する第二種鉄道事業者となり、上

下分離の経営体制に移行。これらに県や国が財政支援していく、というシステムです。ＪＲ貴生川駅と信

楽駅間・１４．７㌔の運賃は、これまで通り片道４５０円。今後、トロッコ列車などを導入し、観光と一

体となって、輸送力増強にも力を入れる計画です。  
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３月定例議会では、４議案が総務常任委員会に付託され審

議されました。その概要を報告します（山岡光広）。 

に、起案する「委員会」が発足。委員は約２０名で、学識経

験者や各種団体の代表のほか、市民一般の「公募」枠もあり

ます。ぜひ、応募して下さい。委員会では、大事な条例制定

なので、広く市民の声を聞くシステム、条文づくりのための

委員会ではなく、「住民自治とは何か」「いま市政の課題は」

「市と市民の役割、協働とは何か」などについて、自由に議

論できる場を保障することが大切であることを強調。委員選

任にあたっては、慎重な選任を求めました。 


